
学校における食育の推進
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群馬県教育委員会健康体育課

令和７年度 第２回指導主事会議

１文科省通知「食に関する指導等の充実 R 7 . 4 . 30」

２ 学校給食ぐんまの日推進事業

３ 学校教育の指針

４ 食に関する指導実施状況調査

５ 全国学校給食・栄養教諭等研究協議大会

本日の内容



３

１食に関する指導等の充実 文部科学省通知（R7.４.30)

群馬県教育委員会健康体育課



３

・単独での給食指導実施可能
・おおむね週４回以上を目安

・資料の提供・計画や評価の連携
・計画に基づき直接指導

・高い専門性
→児童生徒や保護者と直接相談・
支援するなど、中心的な役割

他の教師と同様に校務分掌を担う
学級副担任、各種校内委員会、学校行事、
地域連携、保護者・PTA対応、部活動指導等

１食に関する指導等の充実 文部科学省通知（R7.４.30)

群馬県教育委員会健康体育課
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R7.8.21「「栄養教諭等による食に関する指導等の充実について（通
知）」（令和７年４月30日付け）に関する御質問及びその回答」の解釈
について（周知）

給食の時間以外の各教科等における食に関する指導は、（略）
栄養教諭が単独で指導することはできません。

１食に関する指導等の充実 文部科学省通知（R7.４.30)

群馬県教育委員会健康体育課

通知に関するQ＆Aが文科省HPに掲載さ
れるも、一部誤解を招く表現



5
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１０月２４日（金）
実施期間：令和７年10／1（水）～10／31（金）

地元農産物・県産農産物を
積極的に使用した学校給食

地元地域や人々への理解
地域との連携促進

心身ともに豊かなこどもの育成

2 「学校給食ぐんまの日」



2 「学校給食ぐんまの日」
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県産食材使用割合【食材数】（％) 学校給食として「郷土食」提供

【献立名】
・おっきりこみ ・上州きんぴら
・味噌田楽 ・焼きまんじゅう
・すいとん ・こしね汁
・ごまよごし ・呉汁 他

郷土食提供調理場

（県内169施設中）

169施設（100％）

令和７年度

県内平均 74.０％
（食材数ベース）
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2 「学校給食ぐんまの日」
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令和7年度学校給食ぐんまの日

最優秀賞

「学校給食ぐんまの日」に関する絵画募集

応募数
2,235点



群馬県教育委員会健康体育課

3 学校教育の指針

目指す姿を新たに明示



群馬県教育委員会健康体育課

3 学校教育の指針

○栄養教諭等の高い専門性を生かし、
学級担任等を支援

○養護教諭、担任等との連携
栄養教諭による取組実践例を掲載

〇栄養教諭による各教科等における
指導時間の目安

年５８ｈ（H26県教委）

〇栄養教諭による給食を活用した

   食に関する指導の目安
                        週４回以上（R７文科省）

食に関する全体計画①②
（ R2～新様式で作成を依頼）



4 令和７年度「食に関する指導」実施状況調査
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調査の目的
各校の食に関する指導実施状況を調査し、食育推進
の現状と課題を把握することを通じて、今後の施策
展開の参考とする

調査の対象
県内公立小学校・中学校（中等教育学校の前期課程）
・義務教育学校及び特別支援学校

調査の時期 令和７年１２月１日（月）～１２月１９日（金）

調査方法 グーグルフォームによるアンケートに回答

調査項目

（１）食育推進体制の整備について
（２）食に関する指導について
（３）栄養教諭等の食に関する指導への参画について
（４）食に関する個別指導について
（５）食育教材等の活用状況について               
（６）家庭・地域との連携について



５ 全国学校給食・栄養教諭等研究協議大会
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令和8年度 第３回大会

熊本県

令和９年度 第４回大会

埼玉県

例年２月ごろ文科省より分科会発表等の依頼
→来年度より依頼時期を少し早める とのこと



令和７年度 第２回県指導主事会議

給 食

群馬県教育委員会健康体育課
学校安全・給食係

令和７年１２月１６日



１.ノロウイルス感染症 ～感染経路～

◆ピークは１２月～翌１月
◆症状：腹痛・下痢・吐き気・嘔吐
◆潜伏期間：12～48時間
◆経口感染、接触感染 少ない量の菌数で発症
◆８５℃以上、９０秒以上の加熱で死滅

（給食調理の際、確認・記録）

特徴

集団感染

給食を通した感染
人から人への感染



１.ノロウイルス感染症を防ぐために

【教室等での給食当番等における衛生管理】

⚫ 「学校給食衛生管理基準」に基づき、給食当番の健康状況を記録する。

⚫ 児童生徒に胃腸炎の症状がある場合は、給食当番を交代させる。

⚫ 給食当番はもとより、児童生徒全員が食事の前、用便後の手洗いを励
行する。

食に関する指導の手引き－第二次改定版－ より

給食当番チェックリスト

□下痢をしている者は
いない

□発熱、腹痛、嘔吐をして
いる者はいない

□衛生的な服装をしている
□手指は確実に洗浄した



給食室、調理場

【学校給食用の食器具に嘔吐物が付着した場合の対応】
→各施設のルールを確認してください。

まずは、連絡を



２．栄養教諭による食に関する指導取組状況の報告

①教科・総合・学活 【 14.7回】↓

②学校行事・学校保健委員会 【  1.1回 】

③児童生徒会活動・委員会 【  2.9回 】

④クラブ活動 【  0.1回 】

⑤個別指導 【  6.5回 】↑

⑥給食時間のクラス指導 【 56.1回】↓

⑦その他 【  2.3 回】
（試食会での講話，親子料理教室 など）

食に関する指導の取り組み状況平均

令和7年度 4月～9月【前半分】
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２．栄養教諭による食に関する指導取組状況の報告

回 ／ ４～９月

人
数

平均56.1回 → 週３～４回



２．栄養教諭による食に関する指導取組状況の報告
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人
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・１０回以下が一番多い。



市町村における栄養教諭活用の課題

栄養教諭
「学校から食育授業の依頼がない」
「給食センターにいるから学校の指導に入り込めない」
「給食管理が忙しくて、食に関する指導に取り組めない」

学校（管理職、教職員）
「栄養教諭って何をしてくれるの？」
「安全でおいしい給食をだしてくれればそれで十分」
「給食センター勤務だから、授業を頼むのは悪いな～」
「忙しすぎて栄養教諭とのTT授業は考えられない」

市町村教委、給食センター
「栄養教諭が食育を進めてくれるんですよね？」
「給食管理も全部お願いします」
「アレルギー対応もお願いします」
「調理員、欠員してますけどなんとかお願いします」



市町村における栄養教諭活用の課題解決に向けて

栄養教諭
・給食時間の指導を行い、現状を把握する。
・食育授業を具体的に提案する。
・学校に行き、先生たちと情報交換する。

学校（管理職、教職員）
・栄養教諭の職務を理解する。
・食育担当者と栄養教諭が密に連携して、学校全体の食育
推進を行う。

市町村教委、給食センター
・栄養教諭が食に関する指導を進められるように支援する。
・給食管理や調理に業務が偏っている場合は、業務内容の
見直しを行う。

・学校と給食センターが連携できるよう、フォローする。
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